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技能実習生の労働条件の確保・改善等に関する要請について 

 

時下、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 

さて、岐阜県内には、愛知県に次いで全国で２番目に多い外国人技能実習生が現在技能

実習活動に従事していますが、これらの技能実習生を受け入れている実習実施機関の中に

は、法定の最低賃金、割増賃金を支払わない、長時間労働を行わせている等の労働基準関

係法令等に違反している事業場が、依然として数多く認められます。 

また、一部には、労働基準監督署等の監督指導時における事業主等の虚偽説明又は帳簿

の改ざん等の隠蔽行為が広がっており、さらに監理団体ぐるみの隠匿も疑われる事案があ

るなど、より一層の悪質化が進んでいます。 

当推進会議は、これらの問題に対処するため、労働行政のみならず関係機関が緊密に連

携することにより、監理団体・実習実施機関にとどまらず広く県民に対し、技能実習生等

の適正な受入れのためのコンセンサスを形成することを目的とし、関係機関及び労使団体

が参集し設置されたものです。 

平成 22 年７月１日に施行された「出入国管理及び難民認定法」等の改正により、技能

実習生は、講習期間経過後、直ちに労働関係法令が適用されることとなったほか、監理団

体による実習実施機関への指導・監督・支援体制の強化及び団体運営の透明化が強く求め

られることとなりました。技能実習生の労働条件の確保・改善等の取組において、監理団

体が果たす役割は大きくなっています。 

つきましては、これらの技能実習生問題の現状及び監理団体が本来果たすべき役割の重

要性について改めてご認識いただき、貴団体傘下の実習実施機関が違法・不適正な技能実

習生の受入れを行うことが決してないよう、下記事項について強く要請いたします。 

 

記 

１ 「技能実習制度」において強く求められている監理団体が果たすべき役割を十分に認

識し、技能実習生の適正な受入れを徹底するため、技能実習の実施状況の把握に努め、

実習実施機関に対する指導・監督・支援を適切に実施すること。 



特に、「団体要件省令」第１条３号において定められた、監理団体役員（技能実習運

営責任者）が実習実施機関に赴き技能実習の状況を直接確認する「監査」を確実に実施

すること。 

 

２ 実習実施機関が労働関係法令に違反することなく適正な労務管理を行うよう、次の事

項について必要な指導を行うこと。 

（１）労働時間管理について 

ア タイムカード等の客観的な記録を基礎として、適正な労働時間管理を行うこと。 

イ 時間外労働は、使用者の指示命令の下に行わせる必要があることを踏まえ、労

働時間管理を技能実習生自身に任せないこと。 

ウ 適正に把握した時間外労働・休日労働の実績に基づき、法定の割増率以上で計

算した割増賃金を支払うこと。 

エ 時間外・休日労働は、労働基準監督署に届出した時間外・休日労働協定届の範

囲内で行うこと。 

（２）賃金の支払いについて 

ア 最低賃金額以上の額で定期賃金額を設定するとともに、賃金控除を行う場合に

は、控除協定を締結した上で、控除の内訳及び金額を明確にし、あらかじめ技能

実習生自身に通知すること。なお、控除額は実費を超えないこと。 

イ 賃金の支払いに関するトラブル防止のために、賃金明細書は必ず交付すること。 

ウ 本人の希望であっても、預金通帳、キャッシュカード及び印鑑を預からないこ

と。 

（３）帳簿等について 

ア 賃金台帳、タイムカード等の労働基準法で作成を義務づけられた帳簿等の作成

を必ず行い、３年以上保存すること。 

イ 帳簿等の改ざんを行わないこと。 

（４）安全衛生確保について 

ア 長時間労働の抑制とともに健康診断等により健康状態の把握に努め、適切な健 

 康確保対策を講じること。 

イ 労働安全衛生法に基づく安全衛生管理体制の整備、安全衛生教育、機械設備等 

 の危険有害防止対策を適切に講じること。 

ウ 寄宿舎については、消火器や警報設備の設置など適切な火災防止対策を講じる 

 こと。 

エ 労働者が労働災害等により死亡又は休業したとき、所轄労働基準監督署長に労

働者死傷病報告を提出しなければならないこと。また、「故意に労働者死傷病報

告を提出しないこと」又は「虚偽の内容を記載した労働者死傷病報告を提出する

こと」は、いわゆる「労災かくし」に該当し、行政当局は罰則を適用して厳正に

対処することとしていること。 



 

３ 実習実施機関の技能実習生に対する人権侵害、或いは人権侵害につながりかねない次 

の事項について、必要な指導を行うこと。 

ア 技能実習生に対する強制労働はもとより、暴行・脅迫・監禁、技能実習生から

の違約金等の徴収や失踪等問題事例の発生の防止等を口実として、技能実習生の

預金通帳・印鑑・旅券、在留カード等の取上げ、預かり等を行わないこと。 

   イ 技能実習生に対し、就業時間外の宿舎からの外出禁止、自転車・携帯電話・パ

ソコンの所持や使用の制限、来客との面会制限等を行わないこと。 

 

４ 技能実習生を受け入れる際、送出し機関と技能実習希望者との間で締結された送出し

に係る契約事項を把握し，日本の労働関係法令に反する契約内容、契約の中に保証金の

徴収に関する規定等不適正な内容を発見した場合は，当該送出し機関からの受入れを直

ちに停止するとともに，入国管理局に報告すること。また、技能実習生を受け入れた後

に不適正な内容を含む契約を発見した場合についても同様であること。 

 

５ 監理団体は、職業紹介事業者として、次の事項に留意の上、職業安定法を遵守し職業

紹介事業を適正に運営すること。 

ア 技能実習生に対し、従事することとなる業務の労働条件を十分に理解を得た上 

 で労働契約を締結させ、適切に労働条件の明示を行うこと。 

イ 職業安定法に規定する事項に変更があった場合は、指定期日までに届出を行う 

 こと。 

ウ 取扱職種の範囲等（苦情の処理に関する事項その他当該職業紹介事業の業務の 

 内容）については、あらかじめ技能実習生及び実習実施機関に対して明示するこ 

 と。 

エ 求人求職管理簿に必要事項を適正に記載し、備え付けること。 

 

６ 実習生による資格外活動等の不法就労事案や、実習実施機関に係る虚偽申請により研

修生が不法入国していた事案が認められたことから、このような犯罪行為を防止するた

めに、監理団体はもとより貴団体傘下の実習実施機関・技能実習生に対しても、その入

国に係る関連法令等に違反しないよう遵法意識について醸成を図り、またその遵守状況

についても必要な指導・監督・支援を実施すること。 
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